
特定最低賃金（最低賃金法第15条から第19条）

➢ 企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するもの

➢ 産業又は職業ごとに適用
適用対象使用者や、適用対象労働者が細かく規定されている

➢ その決定は、労使のイニシアティブにより決まる
※ 全国で、224件設定されている
※ 法令上、全ての都道府県に特定最低賃金を定めなくてはならないような義務は
なく、あくまで、各地域（都道府県）の労使の意向により定められる

➢ 特定最低賃金は、地域別最低賃金より高い額で決定するものではなければなら
ない（法第16条）

＜特定最低賃金の規定例＞
名称 ： 宮城県自動車小売業最低賃金

適用する使用者 ： 宮城県の区域内で自動車小売業（二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く、以下同
じ。）、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社（中略）を営む
使用者

適用する労働者 ： 上記の使用者に使用される労働者。ただし、①18歳未満又は65歳以上の者、②雇入れ後3カ月
未満の者であって、技能取得中のもの、③清掃等軽易な業務に主として従事する者を除く

労働者に係る最低賃金額： １時間986円

除外する賃金 ： 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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◆ 特定最低賃金とは 机上配付資料



◆ 特定最低賃金の決定・改正までのプロセス

関係労使
からの申出

諮 問
（必要性の有無）

〔必要性の有無〕
調査審議

〔必要性の有無〕
答申

地方最低賃金審議会

必要性
あり

諮 問
（金額）

〔金額〕
調査審議

〔労働局長〕

〔改定額〕
決議

改定額
決定

効力発生

〔労働局長〕

①労働協約ケース
②公正競争ケース

〔改定額〕
答申

答申要旨（関係労
使の異議申出）の
公示。

※秋田は、全会一致の決
議の場合は最低賃金審
議会令第６条第５項を適
用し、専門部会の決議を
もって、審議会の決議とし
ている。

官報公示

（30日以上）

（８月上旬）

例年、専門部会にて２～３回審議を行う。

（８月下旬）

（９月下旬～）

（12月下旬指定日発効）

異議審

異議申出がない場
合は開催しない。

※審議会の必要
性ありの答申は、
全会一致の決議
の場合のみ。

地方最低賃金審議会

・秋田は特小委で審議。委員は労使各側の推
薦により会長が指名。

・特小委は審議結果を審議会へ報告。必要性
ありの報告は、全会一致の決議の場合のみ。

（報告）

２

（７月末まで）

関係労使からの
申出の意向表明

（前年度末まで）

各専門部会委員の推薦公示を行い、

労使団体の推薦を受け９月上旬委員
を任命。
併せて、関係労使の意見聴取の公示。
例年、意見の提出はない。

（８月下旬）
（15日間）

特別小委員会 本 審

特定最賃専門部会

（審査）

〔労働局長〕

全会一致で改正の必要性あり
の議決に至るために、申出者は
他方の合意が得られるよう、この
間に、関係労使の合意形成へ向
けた努力（協議等）を積み重ねる
必要がある。

協議した関係労使には、その結
果等により、改正の必要性の有無
について、特別小委員会で意見を
述べてもらう。

協議した関係労使の
意見聴取



◆ 特定最低賃金の決定・改正・廃止の申出

○関係労使の申出により、地方最低賃金審議会において、決定、改正及び廃止の調査審議を行う。

○申出の要件は中央最低賃金審議会において労使で合意されたもの（※）

（注）
「公正競争ケース」は、設定方式として一定の定量的要件を付した「労働協約」ケースとは異なり、申出の内容

は個別の事案により種々異なることが想定され、また賃金格差の程度についてもその生ずる要因は多様であり、
申出の要件として定量的要件を一律に付すことは適当ではない。

（中略）
なお、当該最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の概ね１／３以上のものの合意による申出があっ

たものについては受理・審議会への諮問が円滑に行われることが望ましい。
「中央最低賃金審議会「公正競争ケース」検討小委員会報告」（平成4年5月15日中央最低賃金審議会了承）

労働協約ケース： 関係労使の間で、同種の「基幹的労働者」の相当数（原則として1000人以上）に適用される
 賃金の最低額に関する合意（労働協約）がある場合

新しく決定する場合の申出の要件 改正・廃止する場合の申出の要件

① 基幹的労働者の２分の１以上が労働協約の適用を受ける
こと

② 労働協約の当事者の労働組合又は使用者の全部の合意
により行われる申出であること

① 基幹的労働者の概ね３分の１以上が労働協約の適用を受
けること

② 労働協約の当事者の労働組合又は使用者の全部の合意
により行われる申出であること

※ 「現行産業別最低賃金の廃止及び新産業別最低賃金への転換等について」（昭和61年２月14日中央最低賃金審議会答申）

公正競争ケース： 事業の公正競争を確保する観点から、
同種の基幹的労働者について、最低賃金を設定することが必要である場合

新しく決定する場合の申出の要件 改正・廃止する場合の申出の要件

○ 企業間、地域間又は組織労働者と未組織労働者の間等
に産業別最低賃金の設定を必要とする程度の賃金格差が
存在する場合（注）

○ 適用される労働者又は使用者の概ね３分の１以上の合意
による申出等
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◆ 特定最低賃金に関する、主な答申等

＜平成14年12月６日中央最低賃金審議会産業別最低賃金制度全員協議会報告＞
○金額審議における全会一致の議決に向けた努力

関係労使のイニシアティブ発揮により設定されるという産業別最低賃金の性格から、産業別最低
賃金の決定又は改正の金額に関する調査審議については、全会一致の議決に至るよう努力する
ことが望ましい。

＜平成10年12月10日中央最低賃金審議会産業別最低賃金に関する全員協議会報告＞

○ 審議会においては、個々の産業別最低賃金について、次により一層の審議が行われるように
努めることとする。
  ・ 審議会での審議に資するため、「産業別最低賃金（公正競争ケース）の審議に当たっての視

点」（別紙１※次頁）及び「産業別最低賃金（公正競争ケース）の審議に当たっての審議参考資
料」を提示するので、これを参考として個々の産業別最低賃金について十分な審議を行うこと。
この場合、新分野における産業別最低賃金の設定に関する審議についても同様とすること。

  ・ 産業構造の変化等に的確に対応するため、必要に応じ、適用除外業務及び業種のくくり方
について見直しを行うこと。

＜昭和57年１月14日中央最低賃金審議会答申＞

関係労使の申出に基づく（特定）最低賃金の決定、改正又は廃止の必要性について労働大臣又
は都道府県労働基準局長から意見を求められた場合は、新しい産業別最低賃金（現行の特定最
低賃金）の設定の趣旨にかんがみ、最低賃金審議会は全会一致の議決に至るよう努力するもの
とする。

４
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